
農
業
集
落
排
水
事
業
で
は
、
宅

内
工
事
・
公
共
マ
ス
ま
で
の
つ
な

ぎ
込
み
を
し
た
世
帯
に
対
し
て
加

入
奨
励
金
３
万
円
を
わ
た
し
て
い

ま
す
。

こ
の
奨
励
金
で
す
が
、
昭
和
南

地
区
は
16
年
３
月
31
日
ま
で
に
宅

内
工
事
を
行
い
、
検
査
を
済
ま
せ

な
い
と
交
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

対
象
地
区
で
ま
だ
工
事
を
済
ま

せ
て
い
な
い
皆
さ
ん
は
、お
早
め
に

つ
な
ぎ
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

現
在
の
接
続
状
況
（
１
月
４
日

現
在
）
は
、
昭
和
南
地
区
で
は

60
・
６
％
で
す
。

高
齢
化
や
医
療
技
術
の
進
歩
な

ど
に
よ
り
、
医
療
費
が
増
え
て
い

ま
す
。

医
療
費
が
増
え
る
と
、
給
付
の

費
用
を
補
う
た
め
に
保
険
税
の
引

き
上
げ
な
ど
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
の
負
担
を
増
や
さ
な

い
た
め
に
も
、
日
ご
ろ
か
ら
健
康

づ
く
り
や
上
手
な
受
診
を
心
が

け
、医
療
費
を
節
約
し
ま
し
ょ
う
。

医
療
費
を
節
約
す
る
た
め
に
　

①
「
栄
養
」、「
運
動
」、「
休
養
」

に
気
を
配
り
、
健
康
づ
く
り
に
努

め
ま
し
ょ
う
。
②
定
期
的
に
健
康

診
断
を
受
け
、
病
気
の
早
期
発

見
・
早
期
治
療
を
心
が
け
ま
し
ょ

う
。
③
か
か
り
つ
け
の
医
療
機
関

や
薬
局
を
も
ち
ま
し
ょ
う
。
④
お

医
者
さ
ん
の
か
け
も
ち
は
や
め
ま

し
ょ
う
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
行

政
機
関
に
電
子
申
請
す
る
際
は
、

申
請
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
「
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ

ス
」
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め

に
は
知
事
が
発
行
す
る
電
子
証
明

書
が
必
要
で
す
。

■
電
子
証
明
書
の
申
請
場
所

役

場
住
民
課

■
申
請
に
必
要
な
物

Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
（
本
人
名
義
の
住
基
カ
ー
ド
、

持
っ
て
い
な
い
人
は
別
途
入
手
）、

写
真
付
き
の
身
分
証
明
書
（
運
転

免
許
証
な
ど
）、
電
子
証
明
書
発

行
申
請
書（
役
場
で
配
布
し
ま
す
）

■
費
用

３
月
31
日
ま
で
は
無
料

■
電
子
証
明
書
を
利
用
で
き
る
手

続
き

今
後
、年
金
や
健
康
保
険
、

国
税
の
申
告
な
ど
の
手
続
き
が
、

電
子
申
請
に
よ
り
行
え
る
よ
う
に

な
る
予
定
で
す
。

児
童
手
当
制
度
は
、
義
務
教
育

就
学
前
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る

保
護
者
に
手
当
を
支
給
す
る
制
度

で
す
。

■
支
給
対
象

義
務
教
育
就
学
前

（
６
歳
到
達
後
最
初
の
３
月
末
日

ま
で
）
の
児
童
の
保
護
者
。
た
だ

1 2

昭
和
南
地
区
は
３
月
末

ま
で
に
つ
な
ぎ
込
み
を

上
下
水
道
課
　
内
線
38

ご
存
じ
で
す
か
、
公
的

個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス

住
民
課
　
内
線
21

医
療
費
の
節
約
を

心
が
け
ま
し
ょ
う

保
健
福
祉
課
　
内
線
27

児
童
手
当
制
度
は

就
学
前
の
子
が
対
象

保
健
福
祉
課
　
内
線
26

早めにねZ所得税の確定申告
平成15年分の確定申告及び所得税納入の期限は、３月15日（月）

です。

納入期限間近になると、申告会場は混雑し長時間待つことにもな

ります。申告はできるだけ早く済ませてください（土日は閉庁日

です）。

また、振替納税をすでに利用している人は、指定された預貯金

口座の残高を確認しておいてください。

確定申告をしなければならない人が申告しなかったり、誤った

申告をすると、後で不足の税金を納めるだけでなく、不足税額の

15％または10％の加算税が課される場合があり、さらに延滞税も

納めなければならないことになります。

ご注意を



人間について、愛について
やさしく深く語る著者２人。
数奇な縁で出会った２人が、
この世とあの世の巡りあわせ
を自在に語った初の対談集。

1 3

し
、
所
得
制
限
に
よ
り
支
給
さ
れ

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

■
支
給
額
（
月
額
）

第
１
子
５
、

０
０
０
円
、第
２
子
５
、０
０
０
円
、

第
３
子
以
降
１
０
、０
０
０
円

■
支
給
時
期

毎
年
２
月
・
６

月
・
10
月
の
３
回
、
そ
れ
ぞ
れ
の

前
月
分
ま
で
の
手
当
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

■
現
況
届
に
つ
い
て

児
童
手
当

を
受
け
て
い
る
人
は
、
毎
年
６
月

に
「
現
況
届
」を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
届
は
、
毎

年
６
月
１
日
に
お
け
る
状
況
を
記

載
し
、
児
童
手
当
を
引
き
続
き
受

給
す
る
要
件
の
有
無
を
確
認
す
る

た
め
の
も
の
で
す
。
現
況
届
を
提

出
し
な
い
と
、
６
月
分
以
降
の
手

当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
皆
さ
ん
必
ず
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

村公民館図書室の本を紹介します。
一読してみてください。
このほかにも、たくさんの楽しい

本が皆さんを待っています。月曜日
～金曜日（午前８時30分～午後６時）
は図書室へどうぞ。

病院長の孫娘が誘拐され
た。“身代金”は入院患者の
命だ！標的は病院に身を隠し
ていた被告人。挑戦か陰謀か。
そして、もう一つの誘拐が…。

「誘拐の果実」

著者　真保裕一

集英社

「ぴんぽんぱん
ふたり話」

著者 瀬戸内寂聴
三輪　明宏

集英社

料理の常識をくつがえすカ
ツ代料理。本書は今まで提案
された数多くのレシピから、
更に厳選して基本の料理、人
気の料理を紹介します。

「小林カツ代の
基本のおかず」
主婦の友社

著者
小林カツ代

ヘンリーとともだちは、フ
ィッチバーグに行くことにし
ました。人生の生き方につい
て、考え方のちがいが、ペー
ジごとに対比されて描かれて
います。

「ヘンリーフィッチ
バーグへいく」

文・絵　
Ｄ．Ｂ．ジョンソン

福音館書店

沼田脳神経外科循環器科病院では平成17年オープンを目標に、

旧東中学校跡地（糸井）に特別養護老人ホーム建設の準備を進め

ています。

開設にあたり、社会福祉法人が設立されることになりますので、

「社会福祉法人」の名称と「施設」の名称 をそれぞれ募集します。

■応募方法 電話、ＦＡＸ、応募箱のいずれかの方法で。

「名称とその理由」「住所・氏名」を記入。

・電話は特別養護老人ホーム開設準備室1２２－５０５２へ。

・ＦＡＸは２２－１６２２へ。

・応募箱は昭和村役場保健福祉課へ。

■応募締切日 ３月15日（月）

本 と ハ ッ ピ ー

■
国
民
年
金
の
加
入
期
間
は
、
60

歳
の
誕
生
日
の
前
日
で
終
了
し
、

国
民
年
金
保
険
料
も
誕
生
月
の
前

月（
１
日
生
ま
れ
の
人
は
前
々
月
）

ま
で
で
納
め
終
わ
り
ま
す
。

■
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
開
始
年

齢
は
、原
則
と
し
て
65
歳
で
す
が
、

希
望
す
れ
ば
60
歳
〜
64
歳
ま
で
の

間
で
も
繰
り
上
げ
て
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
繰
り
上
げ
て
受
け
る

場
合
は
年
金
額
が
減
額
さ
れ
、
減

額
さ
れ
た
ま
ま
生
涯
受
け
取
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

繰
り
上
げ
す
る
と
き
の
注
意
点

・
繰
り
上
げ
請
求
し
た
あ
と
は
障

害
年
金
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

・
寡
婦
年
金
は
繰
り
上
げ
請
求
を

す
る
と
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

・
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
の
期
間

の
あ
る
人
が
、
老
齢
基
礎
年
金
を

繰
り
上
げ
請
求
す
る
と
、
60
歳
〜

64
歳
ま
で
の
間
の
老
齢
厚
生
（
退

職
共
済
）
年
金
の
全
部
ま
た
は
一

部
が
支
給
停
止
に
な
り
ま
す
。

・
遺
族
厚
生
（
共
済
）
年
金
を
受

け
て
い
る
人
が
老
齢
基
礎
年
金
を

繰
り
上
げ
請
求
し
た
場
合
、
64
歳

ま
で
は
ど
ち
ら
か
一
方
を
選
択
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
65
歳
か
ら

は
両
方
と
も
受
け
ら
れ
ま
す
）。

な
お
、
66
歳
以
降
繰
り
下
げ
て

受
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
の

場
合
、
受
け
取
る
年
齢
（
70
歳
ま

で
）
に
応
じ
て
支
給
率
が
増
え
て

計
算
さ
れ
ま
す
。

60
歳
を
迎
え
る
人
た
ち
へ
老
齢
基

礎
年
金
の
受
給
開
始
に
つ
い
て

問い合わせ　特別養護老人ホーム開設準備室 122－5052

募集Y特養老人ホームの名前


